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令和6年度オンデマンド研修配信のお知らせ

今年度も、オンデマンド研修を令和7年3月末日まで協会ホームページ上で公開します。
会員専用ページで、公開期間中いつでもどこでも都合が良いときに視聴できます。

・看護記録        ・SOAPを学ぼう
・精神科看護師のための看護倫理   ・発達障害（仮）
・ストレスマネジメント                    ・看護職としての社会人基礎力
・アンガーマネジメント（仮）                  ・ヒューマンエラーと医療安全
・５類感染症への移行後の医療提供に向けた院内感染対策（仮）

＜視聴方法＞
下記QRコードを読みとり、視聴方法をご確認ください。

・協会ホームページの「会員専用ページ」にログイン後、『教育研修』ページ
の［オンデマンド研修］でご覧いただけます。
・会員専用ページへのログインには、アカウントとパスワードが必須です。
お忘れの方は、准看協事務局にメールでお問合せください。

会員種類 要 件 年会費

正会員 准看護師・看護師※ ※准看護師を経て看護師となった者 1,000円

賛助会員・個人 医師・看護師・事務職など 1口 1,000円

賛助会員・団体 病院、クリニック、都道府県・郡市区医師会、看護養成校、企業など 1口 10,000円

学生会員 看護学生「学生証もつ者」※准看護師課程・看護師課程ともに可 無料

会員限定 無料受講

オンデマンド研修 ※20分から40分程度

オンデマンド研修を視聴いただくには当会への加入が必須になります。
入会に関する詳細は協会ホームページをご覧ください。
協会ホームページURL https://www.junkankyo.com/admission.php

入会手続きのご案内

＜会員特典＞ 正・・・正会員 個・・・賛助会員個人 学・・・学生会員 団・・・賛助会員団体
・会報誌の送付（年3回メール送付） 正個団学
・会員価格での研修会受講、オンデマンド研修を無料受講 正個学
・受講ポイントがたまる・使える 正
・求人情報や学生募集要項等を当会ホームページに無料掲載 団

・最新情報をダイレクトメール配信 正個団学
・JPNCショップ や医療用品等での購入 正個団学

▼５年ぶりの開催
令和6年11月15日に5年ぶりの開催となりました。
会場とWEB（ライブ配信）のどちらかを選んでの受講スタイルで、参加者は
約５０名でした。『医療従事者における個人情報の取り扱いについて』、
『医療安全に関する法的責任と紛争防止に向けた取り組み』２つのテーマ
で、弁護士・医学博士の浅田眞弓先生をお招きし、講義をして頂きました。
▼講義からの学び
個人情報保護法が平成15年5月に制定され、個人情報を取り扱う全ての者は、重要性を十分
認識し適切に取り扱わなければならない。病院で起きた事故やトラブルに関して、カルテ開示
請求・裁判が行われた際、カルテや看護記録の信頼性は高く裁判所は記録類を重視するため、
事実を丁寧に記載する事が重要である。実際に記録がない事で不利に扱われた事例や、記載
されていたとしても適切な対応がなされておらず過失と捉えられてしまうケースもある。このような
個人情報の取り扱いの基本から、データ管理、カルテ開示請求など、事例を交えて学ぶことが
出来ました。そして、SNSからの個人情報の流出、患者側が職員のSNSにアクセスし個別に連絡
を取り、職務との境界があいまいになりトラブルになるといったケースもあるといいます。個人的
な関係は後々の事を考え、しっかりと『距離』を取る必要があるとの事でした。医療は特に個人
情報を扱っている業種であるため、個人情報の定義や、法的な根拠。自分たちが個人情報を
取り扱っている漏洩のリスク側にあり情報管理の重要性など、分かりやすく充実した講義でした。

報告者：佐々木英里（准看協理事）

▼自分の仕事は自分を守れるか
 私たちの仕事は患者の心と体に関わる個人的で繊細な仕事である。そのため、患者からの期

待も多い。反面、事故の際はその期待が失望感に変わり、大きな批判を浴びる可能性もある。で
あれば、仕事内容で自身を守る必要がある。そのための学びが今回の研修で大きく２点あった。
１つに、患者の情報を守ると言うのは当たり前だが、自身の情報も守らなくてはいけないというこ
と。今の時代、情報を得て記録する手段は多種多様。ならば、どんな場面でも恥ずかしい仕事
はしないと言う意識を持つことが大切であると思う。
２つ目に、自分が行うケアと記録に責任を持って、常に問題対策と改善を行っているかということ。
それが無いということは職務怠慢であり、自身を守る事が出来なくなる可能性がある。今一度振り
返り、自身の仕事への取り組みを見直してみたい。

研修を終えての受講生からの感想

▼３点を深く学習できた
１.個人情報の取り扱いについて、特にプライバシー権は自己の情報をコントロールできる権利
へと変わってきている点を踏まえ、過度な抑制や医療者本位の強要は注意が必要である。しか
しながら病院、施設の情報漏洩につながるSNS発信は患者はもとより、医療従事者も注意が必
要であり、節度をわきまえた利用を行う。
２.予見可能性について、回避するための適切な行為行動や回避措置を講じることの重要性。注
意喚起や情報共有を含めた“危険性が高い”や“〇〇〇のリスク”などの記録も特別な配慮がな
されるべきと捉えられるため誇張した記録や共有にも注意が必要である。不備≒過失と捉えら
れることを認識する。
３.記録の重要性について、公的書類であり法的効力のある物である。過少過大でもなく事実を
そのまま記録することが原理原則である。

受講生：枝村大輔さん（都内勤務・看護師）

受講生：坂倉和弘さん（都内勤務・看護師）

会場受講の様子

https://www.junkankyo.com/admission.php

	スライド 1
	スライド 2



